
ぐんま電子申請受付システム ～申請開始手続き～

②確認メールが入力した
アドレスに送信されるので、
記載されたURLから申請
の画面に進みます。

①メールアドレスを
入力し、「送信」をク

リック。

画面表示イメージ
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日付をカレンダーから選択してください。

法人の主たる事務所の所在地に応じて、
提出先の行政県税事務所をリストから
選択してください。

県法人番号を入力してください。
（２ケタ数字＋ﾊｲﾌﾝ＋６ケタ数字のものです。）

県税事務所から送付されるお知らせ等に記載が
ありますのでご確認ください。

新設して間もない法人等で県法人番号が付番さ
れていない場合は「00-000000」と入力してくださ
い。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 均等割申告書①～

県法人番号がない法人については、
法人の定款、寄付行為又は規約等で
該当するものの写しを添付してください。

画面表示イメージ
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日付をカレンダーから選択してください。

法人の主たる事務所の所在地に応じて、
提出先の行政県税事務所をリストから
選択してください。

県法人番号を入力してください。
（２ケタ数字＋ﾊｲﾌﾝ＋６ケタ数字のものです。）

県税事務所から送付されるお知らせ等に記載が
ありますのでご確認ください。

新設して間もない法人等で県法人番号が付番さ
れていない場合は「00-000000」と入力してくださ
い。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力①～

県法人番号がない法人については、
法人の定款、寄付行為又は規約等で
該当するものの写しを添付してください。

画面表示イメージ
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会社名は、欄外に表示される入力例のとおり、
法人の種類も含めて入力してください。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 均等割申告書②～

本店所在地について選択及び入力してください。

画面表示イメージ
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上記の項目で入力された本店所在地の都道府
県が群馬県以外の場合は、群馬県内の主たる
事務所についても続く項目で入力します。

（上記の項目で「群馬県」を選択された場合は
この項目は表示されません。）



事業年度の始期をカレンダーから選択し
てください。

算定期間の月数を選択してください。
選択誤りにご注意ください。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 均等割申告書③～ 画面表示イメージ
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事業年度の終期をカレンダーから選択し
てください。



均等割額も算定期間の月数に応じて選択して
ください。

申告者について選択してください。
税理士や税理士法人が代理申告する場合は
「税理士等」を選択のうえ、続く入力項目で、
税理士名や電話番号を入力いただき、
税務代理権限証書を添付してください。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 均等割申告書④～

続けて、減免申請を行うか選択してください。

均等割申告のみを行う場合、入力はここまでと
なります。

画面表示イメージ
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減免申請の事由を選択してください。

その他を選択した場合は、続く入力欄に事由を
入力してください。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 減免申請書①～

事業報告書や収支報告書を添付してください。
添付ファイルは10MBまで添付可能です。

ファイルが複数ある場合は、次の入力欄で添
付してください。

なお、県法人番号のない新設法人で、これまで
の質問項目で定款等を添付している場合、ここ
での添付は不要です。

収益事業に該当しないかどうか税務署に確認
の上チェックをつけてください。（ここのチェック
がされていないとエラーとなります。）

画面表示イメージ
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ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 減免申請書②～

今回の申請で添付書類を提出できない場合
で、後日郵送いただく場合にチェックをつけて
ください。

また、次の項目で郵送予定の書類にチェック
をつけてください。

画面表示イメージ
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添付書類が２つ以上ある場合は、こちらの欄
から１ファイルずつ添付してください。



ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 減免申請書③～ 画面表示イメージ

８

入力内容や不足書類について確認をさせて
いただくことがありますので、担当の方のご連
絡先を入力してください。

総会を実施した日をカレンダーから選択してく
ださい。

なお、これから総会を実施する場合は、その
予定日を選んでください。

今回の均等割申告について、納付したかどうかを
選択してください。

（納付をしなかった場合で減免が認められなかった
ときは、申告納付期限から延滞金の計算が行われ
ます。）



ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 減免申請書④～ 画面表示イメージ

８

均等割額を納付済みで減免が承認された場合、
原則として法人名義の口座へ還付となります。

法人名義の口座がある場合は、続きの入力欄へ
口座情報を入力してください。

一方、口座が未作成などやむを得ない場合には、
口座への還付ではなく、支払通知書による還付と
なります。



減免申請の審査結果については、
原則として本店所在地に送付されます。

ただし、本店所在地に受取人がいない等の理
由がある場合は、別の送付先を指定できます。

なお、記載いただいた送付先は、今回の審査
結果の発送についてのみ適用されます。

ぐんま電子申請受付システム ～項目入力 減免申請書⑤～

入力内容の誤りや未入力があるとエラーとな
ります。
エラーの箇所は赤線で明示されますので、
修正して再度申請し直してください。

画面表示イメージ

必要な項目の入力
ができたら「確認へ
進む」をクリック。
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ぐんま電子申請受付システム ～入力内容確認～

入力内容に誤りがない
か確認できたら「送信」ボ
タンをクリックして回答内
容を送信してください。

画面表示イメージ
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ぐんま電子申請受付システム ～申請完了画面～

入力内容に不備がなければ完了画面が表示され、
申請フォームのURLを送るために最初に入力した
アドレスあてに送信完了メールが送付されます。

画面表示イメージ
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入力内容については、ここのボタンから保存・印
刷できるほか、送信完了メールにも表示されます。

申請内容等で確認したいことがある場合、行政県税事務所からご連絡する場合があります。
減免の適否については後日書面により通知します。
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